
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  不動産賃貸契約時に支払う保証金等 

Ｑ：事務所を賃借する際に保証金を払いま

した。このうち一部は返還されませんが、こ

の費用は、どのような処理をするのですか？                         

                                              

Ａ：保証金のうち返還されない部分の金額

は繰延資産として計上します。仲介手数料は、

支払った日の属する事業年度の損金の額に算

入することができます。 

【解説】 

法人税では、建物賃借に係る保証金のうち

返還される部分の金額は保証金として資産計

上し、返還されない部分の金額は、権利金等

として繰延資産に計上し、償却を通して損金

の額に算入することとなります。この場合の

償却期間については、権利金等の具体的な内

容によりその取扱いが定められています。 

 一方、仲介手数料については、権利金等と

同様に建物を賃借するために直接要する費用

であることから繰延資産として取扱うべきも

のと考えられますが、一般に建物賃借に際し

て支払う仲介手数料の額は１ヵ月分の賃借料

に相当する金額であるなど、少額であること

から支出時に損金の額に算入することが認め

られています。 

したがって、ご質問の場合、保証金のうち

返還されない部分の金額は繰延資産として計

上し、仲介手数料については、損金の額に算

入することが認められます。 
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